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「プラマーナ・ヴールティカ」

現量章の和訳研究（2)

戸

目次

序論

I 量の数（現量と比量との2種のみ）

( i ）主張

A 所量は自相と共相との 2種のみ

B 共相は実有ではない

(a) 言葉の所詮であるから

（以上前稿〔哲学年報第24附〕）

崎
干ー且ー‘

7.b. 

(b) 個物それ自体とも或は別個のものともいえないから

(c) 対象が無である知に於けると同じ顕現の対象であるから

(d) 共通するものであるから

(e) 世間的約束の想起を観待する知の対象であるから

( f) 他相を離れた自己の相が顕現しないから

( g) 有効な働きの能力がないから

(b) 個物それ自体とも或は別個のものともいえないから

73 

正

次に法称は他の観点から「共相の非実有性」を論証する．その論証は次

の知〈纏められよう．

（宗）共相は無自性（＝非実有）である

（因）個物それ自体とも或は別個のものともいえないから

以下考察する如く，法称は「共相は個物それ自体とも或は別個のものと

もいえないこと」 （因の第1相）を論じた直后に「共相は無自性である」

と結論している．別言すれば，法称は「個物それ自体とも別個のものとも
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いえないこと」と「無自性性」との関係（因の第2乃至第3相）に何ら触

れていない．しかしそれは，この論証が帰謬論法によるからであると考え

られる．すなわち，もし共相が有自性であるならば，それは 仔）個物それ

自体であるか，或は わ）個物より別個の脊在であるかのいづれかでなくて

はならない．有自性の実在にしてそれら付）と（ロ）とより以外の場合は認，

められない．共相を有自性と見倣すとき当然考えられるこれら 2つの想定

について，それらの不合理を夫々指摘することによって，共相の有自性性
① 

を否定せんとするのが，法称の論旨であると考えられる．

まず，共相が個物それ自体ではないことを論ずる．
② 

種（jati) < ＝共相）は有種（jatimat) ( ＝個物） ではない．何

故ならば，（種はもろもろの個物を所依とするが）個物相は（自

己以外に）他の所依聖五土ない，と盛盤されているから．

na jatir jatimad vyaktirupalll yenaparasrayam I 

siddha!ll 

すなわち，種は多くの個物に共通するが，一万個物相は他の個物に共通

しない．従って両者が同一体であることはありえない．

次に，共相が｛因物より別個のものでないことを論ずる．

① Devendrabuddhiは因の第2相を補って次の如き論式を示している。

（因の第2相）：それ自体色等（＝－個物）より別個のもの或は同ーと確立される自

体をもたないものは無自性である．

（除）：例えば石女の子の如し．

（因の第1相）：共相もまたそれ自体色等より別個のものとも或は同ーとも確立さ

れない．

（宗）： （それ故に共相は無自性である。）
(gali gzugs la-sogs-pa lasi:・ tha-dad-pa d拍， tha-dad-pamed pa dag tu 

roam -par-bshag-par-bya -bal)i ra白 bshintu mi l)gyur-ba de ni raか

bshin med-pa yin te, dper-na mo gsam gyi bu lta-bul)o. spyi yali 

gzugs la-sogs-pa las時 tha-dad-padaft, tha-dad-pa med・padag tu roam -

par-bshag-par-bya-bal)i ran-bshin tu mi l)gyur ro. PVP. , 157a•-s，後

Peking ed. Cone ed.共に laであるが，制から lasと訂正した。）

② 法称は積（jati）と共相（samanya）とを同義語と見ている， と考えてよい．
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もし（種が個物より）別個（のもの）であるならば，（その場合

「個物の種」という従属関係が成立しないことになる．種と個

物との観待関係 apek弱に基いて「個物の種Jと表現されるとい

うかもしれない．しかし）（因）果関係（karyatva）が「観待
③ 

関係」と呼ばれる（のであるが， しかるに種は敵者によれば常

住であるから，個物の果でありえない．）
④ 

prthak cet karyatvarp by apek持tyabhidhiyate II (v. 25) 

「共相が個物より別個のものであること」を認めた場合の不合理を指摘し

て，そのことを否定している．すなわち帰謬論法である. Manora thanan -

din及ぴ Devendrabuddhiによれば次の如くなろう．種が個物より別個

の存在であると見倣すならば，日常生活（vyavahara）に於て表現される
③ 

「甲は個物乙の種である」という従属関係が説明出来ない過失に堕する．

もし「種は個物に観待する」という観待関係（apek!;,a）を種と個物との間
⑥ 

に認めるならば，その観待関係に基いて「個物の種」という言説も可能であ

る．しかし敵者の定説からすれば，種が個物に観待することはありえない

筈である．すなわち，観待関係とは因果関係を意味する．しかるに敵者に
⑦ 

よれば種は常住であるから，果ではありえない．従ってまた種は個物に対

③ Cf.倶舎論「待因謂果」 （大正 XXIX.p. 67c) 

① PV-k. (1) upekl?0，しかし取り難い．
⑦ PVP., 156a6 del)i tshe gsal・ ba l)dil)i spyi l)di yin no shes dli.os-su-tha-

siiad du bya-ba ma yin no; PVV., p. 122, l. 12 asyedarp sa.ma.nyam iti 
bha.vikasambandha.nupapattil). なお第42｛，局参照．

@ Nya.ya~iitra II -2-67，「しからず，何故ならば種の顕現は形（邑kr_ti）と個物
(vyakti）を観待するからJ(na, a.krtivyaktyapek甲atva.jja.tyabhivyaktel)). 

なお，第27偶cdの所説から見れば法称自身も穫と個物との閲に観待関係を認めて
いたと考えられる．ただし， Devendrabuddhiによれば， それは事実的関係で
はなく，分別によって作られた関係である． (cf. 註⑫）．なお次の備を参照．

⑦ Cf. Prasastapa.dabh勾ya，「限定者（＝知）の相違によって，それら（＝実性・
徳性・業性，すなわち共相）が実・徳・業より別個の句義であると成就される．
そして正にそれ故に（＝別個の句義であるから）常住である」 (lak靭早abheda.d

e号a.rpdravyagm;iakarmabhyal) pada.rtha.ntaratvarp siddham, ata eva ca 
nityatvam) (The Bha.shya of Pra匂stapa.datogether with the Nya.yakan-
dali of Sridhara. Vizianagram S.S. Vol. 4, Benares 1895, p. 314) 
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して観待関係にない筈である．かくの如くであるから，敵者にとっては

「個物の種」という言説を両者の観待関係に基いて根拠づけることは出来
③ 
ない．

なお，甲が乙より生ずる時，その因果関係に基いて「乙の甲」と表現され

ることが出来ょうが，しかしその甲と乙との関係すら実は分別の所産であ

って，勝義に帯在するものではない．例えば種子と芽とについて見れば，

種子より生じた芽は，生じ了った時にはもはや種子の働きを受けることは

ない，すなわち独存者である．生じ了った芽は種子に対してもはや全く独

立した寄在であって，種子との事実的関係は存在しない．しかし，生じ了

った芽をなお種子と関係づけるのは分別にすぎない．かくの如く「果」と

いえども「因」と事実的結びつきがあるのではない．そしてそれらを関係

づけるのは分別である．しかるに，種は敵者によれば常住と見倣され，従

って知伺なるものの果でもない． 「果」ですら上述の如く「因」に対して

事実的結ぴつきがないのに，いわんや如何なるものの果でもない種がどう

して個物に対して結ぴつきをもっといえようか．このことを法称は次の如

く述べる．

果といえども（生起し了った時には）自己自身によって成就し

ているから，他に依存することはない． （ただ）分別によって

（他なる因と）結びつけられるのである． （事実的結びつきが

③ Devendrabuddhi (PVP. , 156a9・ bヨ）は次の如き論式を示している．
（因の第2相）：或るもの（甲）の果でないもの（乙）は甲を観待しない．
(I暗記）・例えば Vindhya山と Himalaya山との如し．
（因の第1相）：種は個物の果ではない．
（宗）：（それ故に種は個物を観待しない．）
さらにこの宗（結論）から，
（因の第2相）・或るもの（丙）を観待しないもの（乙）は，「丙に属するJとい
う関係を勝義にはもたない．
（喰）：向上の比喰（＝Vindhya山と Himalaya山）の如し．
（因の第1相）・種は有種（＝個物）を観待しない．
（宗）：（それ故に穫は「個物に属する」という関係をもたない．）
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あるのではない．）いわんや決して果ではない（と見倣される

種）がどうして（因に結びつけられょうか）．
① 

ni早patteraparadhinam api karyaip. svahetutal). I 

saip.badhyate kal凹 nayakim akaryaip. kathafi.cana II (v. 26) 
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かくの如く，種を個物より別個の存在と見倣すならば，それら種と個物

との両者の関係が成立しない過失に堕する．別言すれば， 「個物の種」と

いう表現に理論的根拠を与えることが不可能となる．従って種が個物より

別個の存在であるということは出来ない．このことを述べていう．

（かくの如く，種が個物より）別個のものであるな主1主三b

（＝種）は（個物と）無関係となる． （従って種が個物より別

個の存在であるということは出来ない．）

anyatve tad asambaddhaip. 

以上によって，種が「個物それ自体でもなく」「個物より別個の存在でも

ない」ことが論ぜられた．すなわち，種を有自性実有と見倣しうる 2つの

場合，すなわち種が個物それ自体である場合と個物より別個の存在である

場合，に於ける不合理が夫々指摘されたのである．そこで法称は直ちに種

の有自性を否定して結論を述べる．

これによって（種の）無自性性が成就される．

siddha’to nil).svabhavata I 

以上によって帰謬法に基くこの論証は了る．

〔敵者の反論に答える〕

次に法称は，この論証に対する敵者の難詰を予想してそれに答える．敵

者は，もし種が無自性であるならば，兎の角・空華の如き「無」（abh盃va)

も，無自性であるから，種であることになる，と非難するかもしれない．

⑨ PV-k. (IlI）では svahetunaである．
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⑮ 
しかしこれは換質換位を誤った非難である．註釈者達の指摘する如〈，法

称は「種は無自性である」というのであって，それは I無自性であるもの

は種である」ことを意味しない．しかし法称はこの如き形式的なことには

触れず，積極的に「無」が種でないことを論じている．

（兎の角等の） 「無」（abhava）が種となる過失に堕すことは

ない．何故ならば 2 者（＝個物と無）に観待関係（apek~司が

ないから．
1了一一
Jii.tiprasaiigo’bhavasya napek$abhavatas tayo}J. II (v. 27) 

すなわち，個物と種一一例えば瓶と瓶性一ーには観待関係があるが，兎

の角等の「無」には個物との観待関係がない．この相違が， 「無」を種と

見倣さない理由である．

この論説から，法称が個物と種との聞に観待関係があることを認めてい

ることがわかる．しかしその観待関係は， Devendrabuddhiによれば，事

実的にある関係ではなく，本質的に迷乱である分別によって作られた全〈

概念上の関係であ~®. Deve油 abu仙 iは次の如く述べている・

「『瓶』と『それの共相（＝瓶性）jとに観待関係があるとき，瓶が有法

(dharmin）であり，瓶性が法（dharma）であることは合理である．も

・し，この場合でも法・有法の関係はどうして存在しょうか，というなら

ば，然り（法・有法の関係は事実的に宥在するのではない）．しかし外境

⑩ Devendrabuddhiは「吾々は『如何なるものでも無自性のものは全て共相であ
る』といわない」（kho-bo-cag ni gaii daii gaii ra白ーbshin-med-p喝 tethams-
cad ni spyi yin no shes mi smra・ ba. PVP., 157a8）といい，またManora-
thanandinも「『非存在』（＝無自性のもの）は種である」といわれるのではなく，
『共相は無自性である』（といわれるのである）」（nahi yo’bha.val:i sa ja.tir 
ucyate, kin tu sa.ma.nyarp yat tan ni}:isvabha.vam. PVV., p. 122, ll. 25～ 
26）という．

⑬ PV-k. (ill）のみ atipra。である.Tib. (216bB）は rigs-suthalで， jii.tipra。
に一致する．

⑫法称自身第25偏cdに於て，「観待関係」とは因果関係を表現するものであること
を述べた後，第26備に於て因果関係も事実的に脊在する関係ではなく，分別によ
って結びつけられた関係である，と述べている．
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対象と『それからの排除（tadvyavrtti=anyapoha) Jといわれるかの見

とに依止して，多くの法を執著する本質的に迷乱なる分別知が生じ，（そ

の分別知が）自己の顕現に存する夫々差別ある法を， （本質的迷乱性

の故に）実在する法の如く確立する．それ（＝分別知）の顕現によって

法・有法というこの言説（vyavahara）を（人々は）なすのである．こ

（の如き事情である）からそれら（瓶と瓶性）には観待関係があるので

⑬ 
ある．瓶と兎の角とには，その如き観待関係もない．」

すなわち，例えば瓶が有法であり瓶性が法である一一別言すれば「瓶の

瓶性」という言説が可能であるー一ーのは，瓶と瓶性とに観待関係があるか

らであるが，しかしその観待関係は事実的に存在するのではない．そこに

は分別知の媒介がある．すなわち，外境に事実的に存在する個物（瓶）と

「他の排除」（anyapoha）とに依止して分別知が生じ，そこに或る影像が

顕われる．その影像はまた同時に，分別知の本質的迷乱性の故に外境実在

⑬ 
の如く顕われる．それが共相（瓶性）である．この如く個物と共相との聞

には，分別知を通しての観待関係がある．そしてその如き観待関係がある

から「瓶の瓶性」という言説も可能であるのである． しかるに個物と兎角

等とには，この如き分別知を通しての観待関係すらない．

なお， 「無」は上述の如く個物と観待関係になく，従って共相ではない

⑬ bum-pa dati del)i spyi la bltos-pa yod-pa gan yin-pa de la ni, bum-pa 

chos-can dan bum-pa・ nid chos yin no shes-bya-ba ni rigs白 payin no. 

gal-te Q.di la yan ji-ltar chos持 danchos can gyi d白os-porl)gyur she 

na, bden to. l)on kyan phyi-rol gyi don dan de las ldog出仁payin no 

shes de mthon-ba la brten nas. rnam・ par-rtog pal)i blo chos du-ma 

la shen・ pa-can ran-bshin gyis l_ikhrul par byun-ba ra白 gi sna白ーbala 

gnas-pa chos tha-dad・ pa de dan de d凸os・pol)i chos bshin・ du l_ijog-par-

byed do. del_ii snan-bal_ii stobs kyis chos sam chos-can shes-bya-bal)i 

tha-sfiad l_idi byed-pa de-bas-na de dag la bltos-pa yod-pa yin no・

bum-pa dan ri bo白 girva dag la ni de-l)dra-bal_ii bitos-pa de ya白 yod-

pa ma yin-pa. PVP., 157bL158a1仔，時はPekinged.では夫々 chos-can

da白 chos-can, !tog yinであるが，いずれも Coneed. によって訂正した．）

⑬ Cf.前稿（哲学年報第24穏） p. 164，註⑤
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としては一一一例えば不認得比量（anupalabdhy． 

am 

〔法称の自説を示すJ

以上法称は，共椙有自性説を破し（v.25-v. 27ab), 

しかし所知（jfieya)

80 

が，

またそれに対する

敵者の反論を予想してそれに答えた（v.27cd）.次に法称は共相に関する

自派の見解を示す．

それ故に種は相をもたず（＝無自性であ弘
⑫ 

の相（＝個物）に依止して仮作されたものであり，かのもろも

もろもろ（ただ）

(avagaha）目的をもった言葉によって

表わされる．

tasmad a泊pa均盃］）amllraye柿pakalpitaI 
⑬ 

tadvi五e$avagaharthairjatil) sabdail) prak話yateII (v. 28) 

ろの特殊物に行き亘る

すなわち，種は自性をもった実在ではなく，実在するもろもろの個物に

そして言葉は，実はこの概念を意味、U
Vなきす釦

⑧

ι

概

あ
た

で

れ

の

キ

巴

句

。

作

い
仮

て
て

し

て

し

と

し

止

象

そ

依

対

（と述それ（＝種）に（或る一定の）相（＝自性）が顕現する

べたり），或はまたそれ自体（＝種の自性） として（外境）対象

を把握することは，無始以来の見の繰返しによって化作された

迷乱である．

Cf.第7備cd（前稿 p.152)
PVV. , p. 123, l. 9 ariipa nil)svabhava. Cf. PVP. , 158a2 

PVV., p.123, l. 9 r~腔豆！IP 品avaleyadinam. Cf. PVP., 158a2担主Qste 
ra由一bshinrnams. 
PV-k. (II）のみ nMra。である．これは取り難い.Tib.にも naに相当する
語はない． なお， PVV., p. 123, l. 9のn封ra0の na（これによって出版者
が備に naを加えたと考えられる）は除去されるべきである．
PV-k. Cm）では tadvi総雪avatararthairである．
Cf. TS. 1204, 1205.伊原照蓮博士「タットヴサムグラハに於けるアポーハ説
について」（文化，第15巻第1号） p. 22参照．

⑬

⑬

⑫

⑬

⑬

⑧
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⑧ 
tasyarp riipavabhaso yas tattvenarthasya va graha]J. I 

＠ 
bhranti]J. sa 'nadikalinadar匂nabhyasanirmitaII (v. 29) 

仔）種が自性をもったものの如くに，知に顕現したり，或はわ）非実在

である種を以って人々が外境対象を把えること，別言すれば，もろもろの
⑧ 

外境対象に同一性を認識すること，それらLイ）わ）は，無始以来の見の操返し
⑫ 

によって化作された（nirmita）迷乱である．

以上の如〈種は，もろもろの個物に依止して分別知によって仮作された

概念にすぎず，その概念が言葉の意味対象である．その如き種は有自性脊

在ではない．ただそれが自性をもっているかの如く知に顕現したり，或は

もろもろの外境対象を同一視したりするのは，分別知の本有的迷乱性に基

因するのである．かくて，種は外境に有自性のものとして実在するもので

はない．

さらに，法称は，共相は「他の排除」（anyapoha）であるという自派の

見解を示し，それが無自性であることを述べる．

また，もろもろの対象（＝個物）の共相は「他の排除」（any-

avyavrtti）を特相とし，あれこれの言葉がそれに関わる．（「他

の排除ー｜を特相とした）それ（＝共相）には決して相（＝自

宮戸ぃ
arthanarp yac ca samanyam anyavyavrttilak平ai:i.amI 

⑧ 
yanni号thasta ime三abdana riiparp tasya ki五canaII (v. 30) 

共相は「他の排除」を特相とする．言葉はこの如き共相，つまり「他の

R PV-k. (I) (II）では，’yarpである. PV-k. (III）は yasであり， Tib.は
PV-k. (III）に一致する．なお， PVV.もyasと見ていたと思われる．

⑫ PV-k. (III）’nadikalinavasana O. 

⑧ PVP.「種の相の顕現を通じて，（もろもろの）外境対象を同ーと執着するは……」
(rigs kyi no bor snan-b唱]:iisgo-nas phyi-rol gyi don la gcig-iiid du 
m古on-par-shen-pa....... 158a5). 

⑧ Cf.前稿（哲学年報第24輯） p. 158, z. 21 ff. 
⑧ PVV. , p. 123. l. 26 riiparp svabhavo. Cf. PVP. , 158b2 

⑧ PV-k. （皿） yanni号thataime sabdli riipan tasya na ki白cana.
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＠ 
排除」，を対象としている． そして「他の排除」に自性がありえないこと

は明らかである．例えば「瓶を持って来い」という言葉について見れば，

「カメ」という言葉は，非瓶（例えば布等）の否定を表わし，同様に「モ

ッテコイ」という言葉は，持って来るに非ざることの否定を表わす．それ

ら否定一共相ーには自性はありえな＼，~.
この如く「他の排除」と規定される共相には自性はない．ところで仏教

論理学派では共相知（分別知）に形相（akara）が顕現することを認めてい

る．その形相こそが共相ではないか．そしてそれら形相は，相互に差別あ

るものであり，従って有自性である．それ故に共相は有自性ではないか．

この如き詰聞が予想される．これに対して，法称は次の如くいう．

共相知は（所取の）相をもたないのであるが， （差別ある個々

の対象を）共相によって（＝「他の排除」に依止して仮作され

た無差別の形相によって）見るから， （かの知の形相が）共相

＠法称は為自比量章に於ても，
「それ故に言葉や共相知は『他の排除』を対象とする， と（陳那によって勺
いわれたJ(tenanyapohavi写aya]J.prokta)J. samanyagocara)J. I sabd話 ca
buddhy必 caiva・・・・ v. 134, Gnoli出版 p.65）という. (*Kar早akagomin
註による.Ra.hula出版， Alahabad1943, p. 262, l. 19) 

⑧ 因みに Prajnakaraguptaは次の如き論議をなしている． 甲（非瓶，布等）の

否定は乙（瓶）の肯定に外ならない．「甲の否定」は， かくの如く「乙の肯定」
に外ならないから，有自性である． どうして無自性といえようか（nanutasya 
ni切dho’nyasyavidhanam eva tad katharp rapan nasti tasyeti, PVBh., 
p. 201. l.1）.以上の聞に対して次の如く答える．
「甲の否定に於て正に自ずと乙（を肯定する）分別が（生ずる）．それ（＝乙の肯
定）に言葉の働きは（関与し）ない． （しかし人々が）目的を求めるが故に自ずと
（乙に対する）知が（生ずる）．」 (ni事edhetasya riipasya svayam evan -

yakalpana I na tatraぬbdavyapara)J.svayam arthitvato* gati)J. II PVBh., 
p. 201, l. 2. 待出版本では arthatvatoであるが， Tib.〔dongiier yin 
phyir〕によって訂正した．）

すなわち，例えば「カメ」という言葉は「非瓶（布等）の否定」を表わすのみで
あるが，人々が目的をもっているから，そこに肯定存在である瓶に対する知が生
ずるのである．
以上は Prajiiakaraguptaの説であるが，「アポーハ」が否定のみを意味するの
か或は否定と共に肯定をも意味するのか，については仏教論理学派の中で問題と
されている. (Cf. 伊原照蓮博士「タットヴサムグラハに於けるアポーハ説につ
いて」文化第15巻第1号；梶山雄一助教授「ラトナキールチのアポーハ論J印仏
研 Vol.vm. No. 1) 
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とも（確立される）．（しかし）それ（＝共相知）は対象に関す

る迷乱である，と（賢者によって）認められるべきである．
⑧ ⑩  

samanyabuddhau samanyenariipayam ap’ikiJaQat I 
arthabhrantir ap勾yetasamanyayp. sa’PY 

⑧ 
共相知の形相そのものは，共相ではなくして自相（svalak甲aQa）である．

すなわち共相知の形相それ自体は，自証現量の対象であって，その限り自相

である． しかし共相知が外境対象に関わりをもっとき，その形相は共相と

いわれる．すなわち，共相知は，外境対象に関わりをもっ場合差別あるもろ

もろの客観的実在物を無差別の相（一一共相一一）によって把握する．そ

の無差別の相は知より別個に客観的に存在するのではなしその知自体に

ある．つまり知の形相である．この如〈，知の形相によって，もろもろの客

観的差別存在物に同一性が認識されるとき，その形相が共相と確立される

のである． しかしその場合，差別ある個物を無差別の相（一一共相一一ー）

によって把握するのであるから，その共相知は「対象に関する迷乱」であ

る，といわねばならない．従ってその知の形相が共相といわれるとしても，

その共相には知の迷乱性が根底にある．

そして共相知は客観的実在そのものを対象とするものではない．法称は

このことを次の如く述べる．

⑧ PV-k. （皿）は samanyenariip0と区切っている. Tib. も古o-bomed can 
spyi blo la I spyi iiid du ni mthon phyir dan I don la likhrul-pa med-pa 
n伊 Ispyi lidod de ya白……（Pekinged. 261bη ♂ Der-geed.ではdonla 
1)khrul-pai)am med-pa ni，なお，PV-k.(ill）の Tib.Peking ed. Cone ed.で

はdonla 1)khrul-pa1)am med Il!I: niである）であり，恐らく samanyenariip。

であろう． しかし註釈家遠の註からは， samanyenariip。と見られる． なお，
Raviguptaの註 Pramal)avarttikatikayaip.trtiyaparivarta （影印北京版西
蔵式蔵経総目録 No.5722）では，白o-bomed can spyi blo la I spyi iiid du 
yan mthon-ba1)i phyir I don 1)khrul-pa la spyi yin-par I Mod-par 1)gyur 
na de ya古ni(29a7-8）であり，恐ら《 samanyenariip。であろう．

⑧ PV-k. (I)( II）ではavik切早亘tである.PV-k. （国）は ap’攻守邑早邑tであり，
Manorathanandinもap’ik将棋tと見ている如くである．

⑧ PVV.「実に知の形相は，自相であるから，共相ではない，といわれたJ(na hi 
buddhyakarali samanyam uktaip. svalak号al)atvat.p. 124, l. 5）.なお cf.
PVBh. , p. 201, ll. 13-14 saii’pi na svariipel)a s邑manya:rp,svakarani守－
thataya svalak号aQ.atvat(sa=dr宰tior buddhi) 
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j主二三笠担き共相知は）相をもつもので』主主~色室鐘白墨主
⑧ 

を対象とするものではない）．何故ならば，併）（共相知の形相

が）対象の相として（もろもろの個物に）行き亘るのであるか

ら，またわ）（その形相は）そのものとして（＝対象の相として）

実在しないから．

abhiplavat II (v. 31) 

artharfi.pataya tattvenabhavac ca na rfi.piIJ.i I 

付）共相知は，自己の形相を外境の個々の対象に附与するものである．そ

して但）共相知の形相は対象の相として実在するものではない．この如き構

造にある共相知は，外境実在そのものを対象とするといえない．

かくの如〈共相知の形相は，それ自体としては自相であるが，外境対象

と関わりをもっ側面に於てその形相が共相と確立される．そしてその場合

知の迷乱性が根底にあり，従ってその形相は正当に共相として有自性であ

るのではない．

以上法称は，共相に関する自派の説に依って共相の無自性性を論じた．

仏教論理学派の主張する共相は，かくの如く無自性であるから， 「個物そ

れ自体とも或は別個のものともいえないJのである．

（かくの如く共相は）無自性であるから， （個物それ自体とも

或は別個のものとも）いえない．

nil_lsvabhavataya’vacya111 

「個物それ自体とも或は別個のものともいえないこと」は，敵者の共相

有自性説にとっては矛盾であり，敵者の説を論破する根拠とされたが，仏

教論理学派の主張する相は無自性であるから， 「個物それ自体とも或は別

個のものともいえないこと」は当然のことで，支障とはならない．

⑨ PVV .. p. 124. ll. 10-11 na riipil)i tathabh百tabahyavi事ayavati.PVP. , 

158bs no-ho-can min器 terali-bshin med-pa （器 Pekinged. では yin.

Cone ed.によって訂正した.）PVBh.,p. 201, l. 16 na riipi早Ina sasvabhava. 
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〔敵者の論難を破す〕

先きに（v.25 -v. 27b）法称は，敵者の共相有自性説を破す論証に於て

「共相は個物それ自体とも或は別個のものともいえないから」という論証

根拠を挙げた．これに対して予想される敵者の論難を破す．

もし（例えば瓶性という共相は）或る（他の共相，例えば布性

等）より（別個の寄在と）いいうるから，実有（＝有自性）で

ある，というならば，（それは正しくない．）実有のもので（個

物それ自体とも或は別個のものとも）いいえないことは決して

ない．（なおまた，他の共相より別個のものとも）いいえない．

但並主皇主亘塑旦主虚空旦a）の相違から i至五2.t主相の相

互の）相違が比験的に表現される（にすぎない）から．

kut話cidvacanan matam II (v. 32) 
＠剖

yadi vastu. na vastunam avacyatvalll kathai'icana I 

naiva vacyam upadanabhedad bhedopacarataJ:.i 11 (v. 33) 

敵者の論難はこうである．共相（例えば瓶性）は，個物（瓶）それ自体

とも或は別個のものともいえないが，他の共相（例えば布性等）より別個の

ものといいうる．従って有自性である．以上である．法称はこれを 2つの

理由で破している.佐イ）もし共相が何らかの理由で実有であると立証される

ならば，それはまた当然「個物それ自体か或は個物より別個のもの」でもあ

るべきである．しかし共相が個物自体とも別個のものともいえないことは

既に論ぜられた．さらに （ロ）他の共相より異るということも，実は不可能

である．何故ならば，共相の相互の相違は質料因である色等の相違に依っ

て仮説されたもので，実在する共相が相互に相違するのではないから．

この知〈共相は有自性実有ではないのであるが，法称は，一歩譲って共

⑧ PV-k. (I) (II) yadi vastuni vastii0，しかし取り難い．
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相を有自性実有と認める場合，次の如き過失に堕することを指摘する．

さ盟主主主主三三宣重！主過去・未来の対象にも及ぶ．（しかるに）

どうして有が無の法でありえょうか． （ありえない．）

atitan盃.gate’pyarthe samanyavinibandhana}:i I 

srutayo nivisante sad asaddharma}:i katham bhavet II (v. 34) 

例えば「カメ」という言葉は過去の瓶にも或は未来の瓶にも一般に使用

され，また「カメー！という言葉は瓶性という共相に結ぴつく．従って過去

或は未来の瓶について「カメ」と語りうるためには， 「カメ」という言葉

に直接的関係のある瓶性が過去或は未来の瓶の法（dharma) でなくては

ならない．しかるに瓶性が過去或は未来の瓶に実在する法であることは不

合理である．過去或は未来の瓶は，既に滅し或はまだ生じていない，すな

わち「無」である．従って敵者のいうが如く瓶性が実有であるならば，

「有」が「無」の法であることになる．これは不合理である．それ故に，

もし言葉が実在する共相を対象とするならば，過去・未来のものについて
⑧ 

何ら語ることが出来ない筈である．

或る敵者は， 「瓶性（有）が過去或は未来の瓶（無）の法である」と

比険表現（upacara）によって許される，と反論するかもしれない．法称は

それを破していう．

もし比喰表現によってそのこと（＝有が無の法であること）が

許されるというならば，（それは正しくない．）現在の瓶が，布

等に対してもたないところの如何なる極近関係（pratyasatti)

を「無」に対してもっているであろうか． （その如き極近関係

はない．それ故に比I聡表現は成立しない．）

upacarat tad i1;1tarp ced varttamanaghatasya ka I 

pratyasattir abhavena ya pat盃dauna vidyate II (v. 35) 

⑧ 同じ議論が，先きに（第18傷）毘婆沙自ipの「名Jを破すときなされた．前稿（哲
学年報第24額） p. 162参照．
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敵者は，吾々は瓶が存在するとき瓶に瓶性のあることを知るから，同様

に瓶が存在しないときでも瓶性は瓶の法であると比聡表現しうる，と考え

る．これに対して法称は，その比聡表現に根拠がないことを述べる．敵者

は，現在の瓶が「瓶性をもっ」ことを知っているから過去或は未来の瓶に

ついても「瓶性をもっ」と比聡表現される，というのであるが，その如き

比像表現が可能であるためには，「現在の瓶」と「過去或は未来の瓶」との

聞に何らかの極近関係（pratyasatti）がなくてはならない．しかるに，過

去或は未来の瓶は「無」である．「現在の瓶」（有）と「現在の布等」（有）

とになくして，「現在の瓶」（有）と「過去・未来の瓶」（無）とにある極近

関係がどうして認められょうか．その如き極近関係はないから， 「過去・

未来の瓶」に対して「瓶性をもっ」と比除表現することは出来ない．

比除表現に於ては，第2次的なもの（＝或る事柄が増益されるものaro-

pita）と第 1次的に表現されるもの（mukhya) との聞に極近関係がなく

てはならないのであるが，その関係が「過去・未来の瓶jと「現在の瓶」

との両者に容しないことが，以上述べられたのである．

次に法称は， 「過去・未来の瓶」と「現在の瓶」とを夫々前者が増益さ

れるもの（aropita）後者が第 1次的なもの（mukhya）と見倣すことも出

来ないことを論ず．それは，第1次的・僧益されるものと見倣す場合の世

間的基準に従ってなされる．

「獅子と儒子とに於ける如く，第1次的なもの（mukhya）と

壇益主金主主主生盟主位よ盟主主）は，常に知が雑乱な－~
ずる（か或は雑舌Lして転ずるかにある）」という世間的宣言も

ある．

buddher askhalita vrttir mukhyaropitayol). sada I 
⑧ 

si111he mal}.avake ceti gho号a頃’pyasti laukiki II (v. 36) 

⑧ PV-k. (I）では〔tadvadgho〕寺al}a, PV-k. (II）では，出版者はこれに従
っている．今は PV-k. (ill）によった．
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例えば「獅子」という知乃至言葉は，獅子に対して常に雑乱がない．従

って獅子は「獅子」という知乃至言葉に対して第 1次的（mukhya）である・

また吾々は「儒子は獅子なり」と比除表現をなすことがある．しかし「獅

子」という知乃至言葉は儒子を常に表わさない，すなわち儒子に対して雑

乱がある．従って儒子は「獅子」という知乃至言葉に対しては第2次的な

もの（増益されるもの）である．世間ではこの如き基準をもって，第1次

的或は第2次的と定める．この世間的基準によって， 「現在の瓶」と「過

去・未来の瓶」について見るに，両者いづれも常に「瓶」という知乃至言

葉が雑乱なく転ずる．敵者の見解に依って別言すれば，両者いずれにも第

1次的に「瓶性をもつこと」がある．したがって「瓶」という知乃至言葉

（一一「瓶性をもっ」ということ一一）に対して，現在の瓶が第1次的であ

り，過去・未来の瓶は第2次的である，ということは出来ない．それ故に

⑧ 

そこに比除表現は成立しない．

或は敵者は，「無」に関する表現は第2次的であり，「有」に関する表現

は第1次的である，というかもしれない．すなわち，過去・未来の瓶は

「無」であるから，それを表現する言葉は第2次的である，と．これに対

して法称はいう．

言葉は，「有」を対象としないけれども，人々によって或るもの

（甲）に慣習に基いて定められる．それ（＝その定められた言

葉）が第1次的なもの（mukhya）である．その場合（その言

葉がまた）他のものに，それ（甲）との共通性に基いて，「雑乱

ある転」をなすとき，それは第2次的なもの（gau平a）である．

yatra rii<;l.hya’sadartho’pi janai]J. sabdo nivesita]J. ¥ 

sa mukhyas tatra tads孟myadgauQ.o’nyatra skhaladgati]J.11 

ヤ.37) 

⑧ PVBh.「しかしこの場合， 両者いずれも， 雑乱のある知対象ではない．それ故

に比除表現はない．」（atratubhayatrapi na skhalatpratyayavi寺町atatato 

nopacara}:J.. p. 203, ll. 31-32) 
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例えば，人は「有」についても「無」と表現をなすであろうし，

或は人は正に分別に従って，無能力なもの或は有能力なものに

「勝因」（pradhana）等の表現をなすであろう．

yatha bhave’py abhavakhyarp yathakalpanam eva va. I 

kurya.d 凶 aktesakte va. pradhanadisrutirp janal) II (v. 38) 

例えば， 「シシ！という言葉は，獅子なる動物を表わすと慣習（riiQ.hi)

によって定められている．その場合「シシ」という言葉は，獅子に対して

第 1次的である，といわれる．また儒子が獅子と共通の性質，例えば力等

をもっていることに基いて， 儒子を「シシ」一一「儒子は獅子なり」ーーーと

表現することがある．しかし「シシ」という言葉は，常に雑乱なく儒子を

表現するものでないから，第2次的である．かくの如く，言葉の第1次的

或は第2次的というも，それは慣習に基因する． 「有」に対する言葉が第

1次的であり，「無」に対する言葉は第2次的である，ということはない．

例えば，子供（有）が無能力であるとき，人は彼を「兎角」と呼ぶことが

ある．子供は「有」であるから，敵者の上述の規定によれば，それに対す

る「兎角」という言葉は第1次的なものであるべきである．しかるに，一

般にその場合「兎角」という言葉は第2次的なものとされている．「兎角」

という言葉は「無」に対して第1次的である．或はまた，数論学派では自

性（prakrti）を「勝因」（pradhana）と呼ぶ． しかし prakrtiは世間一

般に認められていない．その如きものは存在しない． しかし数論学派によ

っては，「勝因」という言葉がそれに対して第1次的なものとされている．

この如き実例からしても，対象の有・無によって言葉の第1次性・第2次

性を定めることは，承認されない．

以上第25偏より，共相有自性説に対する「個物それ自体とも或は別個の

ものともいえないから」という根拠に基く論証が，それに関連する問題と
⑧ 

共に，なされた．
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(c) 無を対象とする知と同じ顕現の対象であるから

さて Devendrabuddhiによれば，以下の所説は「共相の非実有性」に

⑧ 
関する他の論証である. Devendrabuddhiは，その場合の論証因を示して

いないが，第51偶 abに対する Devendrabuddhi及ぴ Manorathanandin

の註釈から，彼等は「無を対象とする知と同じ顕現の対象であること」

(asadarthapratyayavisi計apratibhasavi号ayatva,med-pal.J.i don snail-

ba khyad-par-med-pa ses-pal.J.i yul) を論証因とするものと解してい

⑧ 
る，と考えられる．すなわち，

⑧ PVP.「以上，共相の非実有性が，「所詮であることから』（v.11-v. 24）と，『（個

物それ自体とも或は別個のものとも）いえないことから』（v.25-v. 38）という根

拠によって論じられた．次に『滅したものに或る“言葉からの知”』云々（v.39 

以下）によって，正にそれ（＝共相の非実有性）に対する他の論証を述べる」
(de de-ltar-na brjod-par-bya ba-iiid yin-pal).i phyir da古， brjod-par-

bya-ba-ma-yin-pa-iiid kyi phyir spyi d古os-po-med-parbstan nas“shig 
la sgra las blo ci-1).dra”shes-bya-ba la-sags-pa }:!di iiid kyi rigs-pa 

gshan ston-pa yin te, 162a2-3）なお， PVV-n.(PVV., p. 126) abhidheya-

vacyatvabhyam avastutvat tatraivopapattyantaram aha. 

⑧ Cf.註⑧

⑧ Devendrabuddhiが述べている如く，共相の非実有性に関する論証は第50偏ま

でに終るが，その次の第51侮 ab「以上述べられた（共相）と相異なるものが自相

であると許される」を註釈する際に， Devendrabuddhi及び Manorathanandin

は，自相の共相に対する相異性を述べて，（a）非所詮性，（b) （個物）それ自体で

あるか別個のものであるといえること， (c）無を対象とする知と同じ顕現の対象

でないことへ (d）非共通性， (e）世間的約束の想起を観待しない知の対象である

こと，（f）他相を離れた自己の相が顕現すること，（g）有効な働きの能力のあるこ

と， 以上を挙げている （特 PVV. 出版本では asadarthapratyayavi品i年tapra-

tibhasavi~ayatva であるが， PVP. に見られる同文から anasadartha0 と訂正）．

そしてさらに， Manorathanandinは，これら（a)(b）……（g）に相異なるもの

（一一（a’）所詮性，（b’）個物それ自体とも或は別個のものといえないこと，（c’）無

を対象とした知と同じ顕現の対象であること，（d’）共通性，（e’）世間的約束の想

起を観待する知であること，（f’）他相を離れた自己の相がlW現しないこと， (g’） 

有効な働きの能力がないことーー）を，共相の非実有性を論証する根拠と見倣し

ている．事実（a’）（b’）は既に考察したごとく夫々共相の非実有性を論証する根拠

と見倣しえた．以上によって，法称の以下の所説が（c’）を論証因とした「共相の

非実有性」の論証と見倣されていると考えられる．

なお，法称の第11備より第50燭までの所説（共相の非実有性の論証を，筆者は幾

つかの小節（(a) (b）…・・・（g））に分けたが，それは Devendrabuddhiが夫々の個

所で示した分節と Devendrabuddhi及び Manorathanandinの上述の註釈とに

依ったのである．
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A （宗）共相は実有ではない

（因）無を対象とする知と同じ顕現の対象であるから

という論証である．しかし法称が以下になしている論証は，直接的には

B （宗）言葉より生ずる知は，たとえそこに実有が存在していても，そ

の実有を対象としない

（因）実有が寄在しない場合と同じように経験的に知られるから
⑩ 

という論証である．先に示した論証Aは，この論Bを言い換えたものであ

る．すなわち論証Bは，

C （宗）言葉より生ずる知の対象（＝共相）は，たとえそこに実有が存

在していても，その実有ではない

（因）実有が存在しない場合の言葉からの知と同じ顕現の対象である

から

と，言い換えられよう．そして論証Aは論証Cに外ならない.Devendra-

buddhi及ぴ Manorathanandinは，第11偏より第50偏までを， 「共相は

実有ではない」ことを幾つかの根拠で論証するものと解すのであるから，

その立場からは，法称のこの所説（論証B）を論証Aの如く言い換えるこ

とによって，他の論証と統ーがとれるわけである．

きて，次の備が上記の論証Bを論ずる．

言葉から（生ずる）知は，（対象が）滅していない場合にも（対

象が）滅している場合と正に同様に経験的に知られる． （しか

し）この如きことは，有なる対象をもった（眼知）耳知等には

ない．

⑩法称の以下の所論は，直接的には「言葉より生ずる知は実有を対象としないこと」
を論ずるのであるから，それは第28f局以降に論ぜられた「言葉の対象である共相
は概念であって，言葉は突有を表わさない」という主張に連るものと見うる．こ
の如く見るならば，以下の所論を共相の非実有性に関する他の論証一一「所詮性」
「個物それ自体とも或は別個のものともいえないこと」に夫々基づく第1・第2
の論証に対して独立の第3の論証一ーと見倣す必要はない．しかし筆者はDeven-
drabuddhiに従って（cf.註⑧）一応「共相の非突有性」に関する第3の論証と
して，節を分けた．
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品abdebhyひ yadrsibuddhir na甲te’na!.)te’pi drsyate I 
tadr付 evasadarthanarp naitac chrotradicetasa.m II (v. 39) 

例えば「カメ」という言葉から生ずる知の形相は，瓶が眼前に存在して

いる場合も或は存在しない場合（一一過去・未来の瓶一一）も全〈相違が

ない．それ故に，たとえ瓶が眼前に脊在していても， 「カメ」という言葉

から生ずる知は，その眼前に容在する瓶を対象としているとはいえない．

もし眼前に寄在する瓶を対象とするならば，眼知等の如く，その知の形相

は，瓶が眼前にない場合の知の形相と相違すべきである．

（敵者の反論を破す〕

これに対して敵者は次の如くいうかもしれない．

主担色三与を把握するかも三盆皇血盟lヨ整相の）同一性がある．

samanyamatragraha:oat samanyarp cetasor dvayob I 

敵者の反論はこうである．言葉から生ずる知は，個物が眼前に害在する

場合も個物を対象とせず，個物に依止して顕現している共相のみを把握す

る一方，個物が眼前に存在しない場合（一一過去・未来の瓶の場合一一）

も，共相のみを対象とする．それ故に，個物が眼前に存在していてもいな

くても，言葉より生ずる知の形相に相違はない．従って，言葉から生ずる

知が実有なる共相を対象とすると考えるとき， 「両知の形相の同一性」は

矛盾ではない．以上である．

しかし，共相のみを把握すると考えることの不可能であることは，既に
＠ 

先きに論ぜられたところである．

それ（＝共相）のみを把握することも先きに否定された．

tasyapi kevalasya prag graha:oaIJl vinivaritam II (v. 40) 

かくの如〈，例えば瓶が脊在するときでも， 「カメ」という言葉から生

ずる知は，その外境に存在する瓶，或は瓶に依止して顕現すると敵者が認

@ Cf.第19傷 d一第20偶 C （前稿 p.168) 
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める瓶性，を対象とするものではない．

以上によってこの論証を了る．

(d) 共通するものであるから

Devendrabuddhi及ぴ Manorathanandinによれば，以下の所論は，

「共相の非実有性」を「共相の共通性」に基いて論証するもの宅ある・

すなわち，

A （宗）共相は実有ではない

（因）共通するものであるから

という論証である．しかし，法称の以下の所論に於ては，以下考察する如

く，この「共相の共通性Jは直ちに「共相の非実有性」の根拠とされてお

らず，直接的には「共相が個物それ自体でないこと」を論証する根拠とさ

れている，すなわち，

B （宗）共相は個物それ自体ではない

（因）共通するものであるから

という論証がなされている，と考えられる．直接的には「共相が個物それ

自体でないこと」の論証根拠である「共相の共通性」が，何故また「共相

の非実有性」の論証根拠と考えられるのであろうか．それは，そこに次の

如き事情があるからと考えられる．先きに第25偏以降（本稿b節）に，共

相がもし有自性（＝実有）であるならば，共相は個物それ自体であるか或

は別伺のものかであるべきであるが，そのいづれの場合も不合理が生ずる

から，共相は有自性（＝実有）ではない，という論証がなされた．法称の

⑫ Devendrabuddhiは次の如くという．
「なおまた，正にそれ（＝共相）は共通するが故にそれ（＝共相）は実有では
ない，と説くために『相互に異なったもろもろ』（v.41a）云々 と述べる．」
(gshan yaii ga白 giphyir de sp~i yin-pa de五idkyi phyir de diios-po 
ma yin no shes bstan-pa]:ii phyir，“phan-tshun khyad-par can dnos 
rnams”（v. 41a) shes-bya-ba la-sogs-pa smos te, PVP. , 163a4) 

なお， cf.註⑧
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以下の所論は，実はこの論証を補うものである．すなわち，先きの論証で

は，「共相が個物より別個のものでないこと」が詳細に論ぜられたに対し，

「共相が個物それ自体でないこと」については簡単に述べられたに過ぎな

い（第25備前半のみ）が，ここでは， 「共相が個物それ自体でないこと」
⑮ 

の論証に主眼がある．この如き先きの論証との関連の上で，ここで「共相

の共通性」に基いて「共相が個物それ自体でないこと」を論証することに
⑩ 

よって，直ちに「共相の非実有なることJが結論されるのである．以上の

如く見ることが出来よう．

さて，法称は，個物は共通しないこと（一一論証Bに於ける因の第3

相一一）を次の如〈述べている．

相互に差別ある（個物）にどうして無差別相がありえようか，

（決してない．）或は（もし或るものに） 2相（＝差別相と無差

別相）があるならば，それはどうして 1つの実有であろうか．

（その場合は 2つの存在であるべきである．）

parasparavi会i号tanamavisi号tarpkatharp bhavet I 
＠ 

riiparp dviriipatayarp va tad vastv ekarp katharp bhavet JI 

(v.41) 

有差別と無差別は互に相いれない．個物は夫々有差別であるから，無差

別であることはない．つまり或る個物が他の個物に共通することはない．

もし或るものに有差別相と無差別相があるならば，それは2つの存在であ

⑬ 「共相が個物より別個のものでないこと」については，ここの論証では，予想さ
れる敵者の反論に答えるにあたって関説されているに過ぎない（cf.第42偏）．

＠ かくの如くであるから，ここの論証は第25偏以降（本稿b節）の論証に連るもので
あって， 「共相の非実有性」に関する独立した1つの論証と見倣す必要はない．
Devendrabuddhi及び Manorathanandinの如く，第25偏よりこの論証（第41
偶以下）に至るまでの閣の第39偏第40備（本稿c節）を独立した 1つの論証と見
倣す一一この如く見倣す必要は必ずしもないのであるが（cf.註⑩）ーーならば，
ここの所論を先きの論証（第25傷以下）に含めることが出来ないわけである．と
もあれ筆者は，これら註釈者達に従って節を分けておく．

@ PV-k. (II）のみ tathaであるが取り難tい



「プラマーナ・ヴールティヵ」現量章の和訳研究（2) 95 

るべきであって， 1つの存在ではない．

敵者は，同ーの相が2つの個物にあるというかもしれない．法称はこれ

に対して次の如く述べる．

もし 2つ（の個物）に同ーの相があるというならば，それ｛＝同

ーの相）はそれら 2つ（の個物）より正に他なるものであるこ

とになろう．（そしてその場合は）「（その相は）両（個物）の

（相）である」という（個物と相との従属）関係が（成立し）

ない（過失に堕する）．しかし（吾々の主張する共相，すなわち）

「（他の）否定」は破せられない．

tabhyarp tad anyad eva syad yadi riiparp samarp tayob I 
＠ 

tayor iti na sambandho vyavrttis tu na du$yate II (v. 42) 

すなわち，もし2つの個物に同ーの相があるというならば，個物自体は

前述の如く夫々有差別の寄在であるから，その同一相（共相）は個物より

別個の害在でなくてはならない．しかるに，同一相（共相）と個物とが互

に別個の脊在であるならば，両者に「それ（共相）は個物の相であるJという
＠ 

従属関係が成立しない過失に堕する．従って同一相（共相）が2つの個物

にあるということは出来ない．

なお，仏教論理学派に於ては，共相を「他の否定」（anyavyavrtti）と
⑮ 

規定する．従ってその共相は実有ではないのであるから，それは個物それ

自体でも或は別個のものでもない．つまり， 「個物それ自体とも或は別個

のものともいえないこと」は，仏教論理学派の主張する共相についてはそ

の定説から当然いえることであって，支障とはならない．ただ，敵者によ

って常住なる実有と見倣される共相が， 「個物それ自体とも或は別個のも
＠ 

のともいえないこと」によって破せられるのである．

@ PV-k. (ill) sambandhe. 
@ Cf.第25偏
⑧ Cf.第30傷
⑩ Cf.第32傷 a
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さて，上記第41備で述べられた如く， 「個物は他に共通するものではな

い．」これを換質換位して言い換えれば，「共通するものは個物それ自体で

はない」（上述論証Bの因の第2相） となる． 「共相は共通するものであ

る」 （因の第1相）．故に「共相は個物それ自体ではない」 （宗）．かくの

如〈，共相の「共通性」は直接的には共相の「個物それ自体でないこと」

を論証する因であるが，上述した如く第25偏以降の論証（本稿b節）と関

連するが故に，共相の「共通性」から直ちにそれの「非実有性」が結論さ

れうるのである．

そこで法称はいう．

＠ 
それ故に（＝共通性の故に非実有であるから），この共相に於け

る「共通性」こそが（自らの）非実有性の特相（lak担制）である．

tasmat samanataivasmin samanye 'vastulak!?al}.am I 

すなわち，上述した如き次第で，共相は，共通するものであるから，非

実有である，ということが出来る．それ故に共相の「共通性」それ自体が

自らの「非実有性」を示しているに外ならない．

〔敵者の説を論破する〕

法称は，つづいて敵者の共相実有説を破する．法称は，敵者が実有と考

える共相について，共相を

(i) 個物の果と見倣す場合

(ii) 果でないと見倣す場合

との 2つの想定をなして，その一々の矛盾を指摘する． まず， (i）敵者は
＠ 

「共相は個物に観待して顕現する」という．この主張によれば，共相は個

物によって顕現する，すなわち個物の果である，と考えられる．法称は，

⑧ PVV.. p. 128. l. 5 yatal:i samanatvenavastuta tasmat. PVP.. 164a4 
ga白 giphyir de-ltar spyi fiid yin na. dnos-pol:ii白o-bo-fiidma yin-pa 
del:ii phyir. 

⑧ Cf.本稿註⑥
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この場合次の知き矛盾があるという．

もし（共相が個物の）果であるならば， （次の如き矛盾に堕す

る）. （，イ）それ（＝共相）が多数となる． （それは，共相の「個々

の個物に普遍するー者であること」と矛盾する．）またわ）（果

であるものは必ず滅するが）それ（＝共相）は滅するものと

（敵者によって）考えられていない．

karyai'i cet tad anekarp. syan nas:varai'i ca na tan matam II 

(v. 43) 

もし共相が個物の果であるならば，付）夫々個物毎に共相があることにな

り，従って共相は多数あることになる．しかるにそれは共相の 1者性に反

する．すなわち，勝論学派によれば， 「有性」（satta）という共相は全て

の寄在物に普遍する 1者であり，或は「瓶性」は全ての瓶に普遍する 1者

である．かくの如き矛盾が生ずるから，共相を個物の果と見倣すことは出

来ない． またわ）果は必ず滅する．従ってもし共相が果であるならば，滅

するものであるべきである．これはまた敵者の共相常住説と矛盾する．

共相が果であるならば果であるが故に減すということを述べたが，法称

はそのことに関してさらに次の知〈述べる．

滅は実有（性）のみに基因するのであるから， （共相は，もし

生起して実有であるならば，正にその実有性の故に）常住では
⑧ 

（ありえ）ない．
⑧ 

vastumatranubandhitvad vinasasya na nityata I 

法称の剥那滅説によれば， 「存在」は「剥那滅性のもの」として生じて

いるのであり，従って滅は存在の本質である．別言すれば「存在する」と

は「剃那滅性のものである」ことに外ならない．か〈の如く実有は白から

滅するものとして以外にはありえないのであるから，もし共相が生起して

実有であるならば，それは直ちに滅するものであって常住ではありえない．
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(ii) きて第2の想定，すなわち共相を個物のR果でないとに見倣す一場r合，

の過失を次の如く指摘する．

種（＝共相）が（個物の）果でないことから，併）｛個物との）
＠ 

無関係と 伊｝無相性（＝無自性性）が（帰結する）．

asambandha品cajatinam akaryatvad ariipa偏 11(v. 44) 

すなわち，もし共相が個物の果でないならば，まず Lイ）共相と個物とは

互に無関係な脊在Eなる．従ってその場合「個物の共相」という関係が成
⑮ 

立しないことになる．また 伊）共相は無自性であることになる．すなわち

共相が個物の果でない場合，別言すれば未だ個物によって顕現されていな

い場合，それは「有自性存在」ではない．個物によって生起せしめられて
＠ 

こそ，それは「有自性寄在」であろう．

@) PV.第1章為自比重章第269傷（偶番号は前稿p.139註に示した R.Gnoli出版
本による）に，音声等の無情性についてほぼ同じ文がある．それを自註と共に訳
出すれば次の如くである．

「滅は存在性のみに基因するのであるから，音声は無常である．」
(sattamatra.nubandhitva.n n話asyanityatadhv記高7
〔自註コ「実に， もろもろの寄在の滅は，如何なるもの（であろうと他）から
は生じない．それ故に（滅は）存在の自性であるべきである．何故ならば正に
寄在は自己因によってその性質（＝滅の性質）をもって生ずるから.......」
(na hi n話obhii.vii.nii.rp kut泊cidbhavati. tad bhii.vasvabhavo bha刊 t.
bhii.vasyaiva svahetubhyas taddharmano bhii.vat.…・・）

なお， De四 ndrabuddhiは現量章のこの第44偏abの註釈に於て，「『滅は実有（性）
のみに基因する』と既に述べられた＿J(l.ijig-pa ni di10s←po tsam d拍 l.ibrel-
pa can iiid yin no shes bstan zin to. PVP. , 164a＇りという. Devendrabu・

ddhiがかくいうは，上記の為自比量章の備を指していると考えうる．もしそうだ
とすれば，それは Devendrabuddhiが PV.の章の順序を，為自比重章・量成
就章・現量章・為他比量章と見ていたことを示す．

@) PV-k( I) v箇 tu鈍 ttii.nu。
(@ PVV., p. 128, l. 22 竺並坐Fnil.isvabhii.vatii.; PVP., 164b8 Iio-bo-iiid-med 

・・・・・ra也－bshin-med-pa-iiid
@ Cf.第25備の本稿訳文
＠因みに，経量部や唯識家は無為法（無因無果〕を無体とし，その実相を認めておら

ない（望月仏教大辞典，無為法の項）． なお， H怠tubindutikii.に於て Arcata
は，剥那滅の論証に新旧の2論証があるとし，旧論証（一様那の論証一）は，
「作られたもの」（krta）の剰那滅性の論証であり，「作られないもの」（akrta)
については論じていないと述べ，「作られないもの」について論じておらない理
由として，「佳られないもの」は実は帯在しないのであり，従って敵者の主張する
意味での常住性はないから，といっている．（伊原照蓮博士「大徳ヨーガ・セーナ」
文化第20港第4号， p.24による．）
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以上の如く共相実有説は，（i）共相を個物の果と見倣しても，また（ii)果

でないと見倣しても，いずれも矛盾が生じて，成立しない．

(e) 世間的約束の想起を観待する知の対象であるから

さて，以下の論説は，第51偏 abに対する Manorathanandinの註釈

から見れば，

A （宗）共相は実有ではない

（因）世間的約束（sanketa）の想起を観待する知の対象であるから
＠ 

という論証である．しかし， Manorathanandin及ぴ Devendrabuddhi

が次の偏（第45偶）を註釈する際に述べているところから，法称が以下の

所論で直接論証せんとしていると考えられるのは，

B （宗）共相知は実有を対象としない

ぷ因）世間的約束（の想起）を観待するから

である．論証Aは論証Bを言い換えたものである．第11偏より第50偏まで

を共相の非実有性を論証するものと解せば，論証Aの知〈言い換えること

によって，共相の非実有性に関する 1つの論証と見倣される．

さて，法称は次の如くいう．

また実有の力によって生ずる知は，世間的約束（の想起）を観

待しない． ｛これに反し）共相知にはその如きこと（＝世間的

約束の想起を観待しないこと）は考えられない．
⑧ 

yac ca vastubalaj jflanarp. jayate tad apek$ate I 
na sanketarp. na sam盃.nyabuddhi号Vetad vibhavyate II (v. 45) 

⑨ Cf.註⑧
⑧ Manorathanandinは次の如くいう．

「言葉より生ずる知が実有を対象としないことに関する他の論証（一一第39偏
第40偏になされた論証＜本稿c節＞に対する他の論証一一）を述べる．」（品邑bda-
pratyayasyavastuvi害ayatii.yii.mupapattyantaram ii.ha. PVV., p. 128, 
last line) 

Devendrabuddhiも同様に述べる（l;!.diskyali. sgra las byuli.-bal;liおs-pal;li
yul dii.os-po ma yin te. PVP., 164b') 

⑧ PV-k. (m) apek寺yate，しかし取り難い．
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例えば眼識の如く，実有の力によって生ずる知は直接的に実有を知覚す

るのであって， 「これは牛と名づけられる」というが知き世間的約束の想

起を観待しない．これに反し言葉から生ずる共相知は，世間的約束の想起

を観待し，実有の関与するものではない．それ故に共相知は実有を対象と
＠ 

しない．

〔敵者の反論を破す〕

つづいて第46偏第47偏にて，予想される敵者の反論に答えている．予想

される敵者の反論は次の如くである． 「共相知は世間的約束を観待する」

ということはない．例えばシャーグレーヤ牛を見て，后にカJレカ馬を見る

ときは， 「これ（カノレカ馬）はそれ（シャーグレーヤ牛）である」と両者

の無相違を決定する知は生じないが，シャーグレーヤ牛を見て，后にパー

フレーヤ牛を見るとき，たとえ両者は相違しているとはいえ，両者の無相

違を決定する知が生ずる．すなわち，「シャーヴレーヤ牛」と「カJレカ馬」

との聞にはない同一性を， 「シャーヴレーヤ牛Jと「パーフレーヤ牛」と

の聞に決定する知が生ずる．この知く両者の無相違を決定する知が共相知

である．その共相知は世間的約束を観待していない．しからずして，その

共相知の生起には実在する共相が関与するのである．

この反論に対して法称は， 2つの対象の同一性を決定する知の生起は実

在する共相によるのではなく，両対象閣の「極近」（pratya.satti）による，

という．

2つの実有を知覚する場合，世間的約束なくして， (2つの実

有の）無相違を随知（＝決知）する或る知が生ずるけれども，

＠知の生起の因であることが，対象である条件の 1つである．法称は第224偏に次
の如くいう．

「因であることを除いて他の所取性は決してない．その中，知が或るもの（甲）
の形相をもっとき，それ（甲）はそれ（＝知）の所取といわれる．」
hetubhavad rte nilnya grahyata nama kacana I 
tatra buddhir yad邑karatasyas tad grahyam ucyate II 
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それ（＝その知）は対象（＝ 2つの実有）の極近（pratyasatti)
＠ 

に基因する．

ya’py abhedanuga buddhil;i kacid vastudvayek号aQ.eI 

sanketena vina sa’rthapratyasattinibandhana II (v. 46) 

対象の閣の「極近」とは，註釈者達によれば，夫々対象が「同ーの知を
＠ 

果とすること」（ekabuddhikaryatva）である．夫々実有は相互に差別が

あるのであるが， 同ーの知を生ぜしめるという点で， 差別相それ自体が
＠ 

そのままで「極近」である．個物より別に共相が実在するのではない．法

称自身次の知き例を挙げて説明している．

例えば種（＝共相）なくして，（色の）知を果とする眼等（＝眼
＠ 

・塾塾工~ニ生霊L」三工盤近」が認められるが担1乙t

pratyasattir vina jatya yathe号tacak号uradI号ul

jiianakarye号u

すなわち， 眼・対象・光・作意は色知という 1つの果を生ぜしめるから，

それらに「極近」があると認められる・「極近」とはこの如き意味である．

なお，共相は実有ではなくして， 「極近」に依る分別知の所産であると

解されるべきである．このことを述べる．

或はそれ（＝極近）による分類（vibhaga）から，種（＝共相）

は随転する．

jatir va yaya’nveti vibh盃gatab.II (v. 47) 

例えば，パーフレーヤ牛とシャーグレーヤ牛は同ーの知を果とする，す

なわち両者は「極近」である．これに反し，カルカ馬とパーフレーヤ牛等

(@ Cf TS. 723. 
@ PVV”p. 129, ll. 11-12 pratya.sattir ekabuddhika.ryatvam; PVP., 165a3 

ff. 
@ Devendrabuddhiは次の如くいう．

「もろもろの実有の自性の差別こそが（そのまま）かの相似（＝極近）の自性で
ある」 diios-pode-dag gi raii-bshin gyi khyad-par de iiid de )Jdra-
bal;li raii-bshin yin no shes brjod do. PVP. , 165as-G) 

@ PVV., p.129, l. 16 cak~ura.dir ye手m vi相ya.lokamanaska.ra.IJ.a.ip飽和・
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は同ーの知を生ぜしめない． すなわち， カJレカ馬は， パーフレーヤ牛等

と「極近」ではない．かくの如く，同じ果を生ぜしめるか否か，すなわち

「極近」であるか否か，によって対象を分類し，その時「極近」であるも

のに，例えば「牛種」という共相が随転するのである．共相は，かくの知

〈「極近」に基く分別知（分類知）の所産であると解されるべきであって，

敵者の主張する如く共相が実在するのではない．

(f) 他相を離れた自己の相が顕現しないから

以下の所説は， Manorathanandin及び Devendrabuddhiによれば，
＠ 

共相の非実有性に関する他の論証である．第51偏 abに対する Manora-

伽 1andin(1)註釈から見れ宮，その論証は

（宗）共相は実有ではない

（因）他相を離れた自己の相が顧現しないから

と纏めることが出来る．

法称は次の如〈いう．

（共相は実有ではない．）何故ならば， それ（＝共相）の相
＠ 

（＝自性）が決して識に顕現しないから．

kathaficid api vijii.ane tadriipanavabhasataJ.:i. I 

もし共相が実有であるならば，共相自体が感宮知に顕現する筈である．

しかるに共相は知に個物より区別されて顕現しない．故に共相は別個の実
＠ 

有ではない．

〔敵者の反論を破す〕

IR PVV.「またこれ（＝第48偏以下）によっても共相は実有ではない」
(ita品cana vastu sii.mii.nyam. p. 129, l. 22); PVP. , 165b6 l}.dis kyaii. 
spyi dii.os-po ma yin no・

⑧ Cf.本稿註＠
@) PVP .. 165b6企o-boste raii.-bshin 
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これに対して次の如き反論が予想される．感官は感官知に顕現しないが

実在する．従って，感官知に顕現しないから実在ではない，ということは

出来ない．すなわち，上述の「知に顕現しないから」という論証因は不定

(anaikantika）である，という非難である．法称は次の如く答える．

もし感官を知覚する人がいるな，らば， （その人の知に）それ

（＝感官）の相が顕現するであろう．

yadi 耐 1en!riyaoai:psy剖 d附亘 bh枕 tatadvapul_l 11 (v. 48) 

何故ならば， （感官は）色をもつから．
⑬ 

riipavattvad 

確かに感官は超感覚的なものであって感官知によって知覚されない．し

かし，感官が感官知によって知覚される可能性は認められる．すなわち，
＠ 

感官は色をもつものであるから，もし感官を知覚しうる人（ヨーギン）で

あれば，その人の現量知に感官の相が単独に顕現することは，論理的に可

能である．従って第48偏abに示された論証因は不定ではない．

しかし一方，敵者の主張する共相は，超感覚的なものとしてのそれでは

ない．従ってその如き共相がもし実在するならば，それは正に一般の感官

知に顕現する筈である．しかるに，一般の感官知に顕現する可能性はない．

⑧ Devendrabudhhiは次の如き論証形式を示している． (PVP., l66a2-3). 
（因の第2相）或るもの（甲）の相（＝自性）が， （自己を）或る形相によっ

て把握すると期待される知に，或るもの（乙）より区別されて顕現しないと
き，それ（甲）はそれ（乙）より別個の実在ではない. (ga古 gi特色o-bornam-
pa l;igal;i-shig gis kyati l;idzin-par l;idod-pal;ii ses-pa la, ga白 dbenpar 
mi sna古－bade ni de las tha-dad-par yod-pa ma yin te. 保Pekinged. 
gis, Cone ed. gi) 
（喰）例えば（或る）共相を把握する知に他の共栢は顕現しないが如し，（dper-

na spyi l;idzin-pal;ii匂s-pala spyi gshan mi snati-ba lta-bul;io) 
（因の第1相）共相の相（＝自性）もまた，共相を把握すると期待される知に

個物の相（＝自性） より区別されて露現しない． (sp!il;ii tio-bo yati spyi 
l;idzin-pa-iiid du l;idod-pal;ii品es-pala gsal bal;ii古o-bolas tha-dad-par 
snati-ba ma yin no) 
（宗）（それ故に共相は個別より別個の実在ではない．）

@ PV-k. (I) yadi natmendri0，しかし取り難い．
⑮ PV-k. (I) (tad〕rupatvan，しかし取り難い．
@ Cf.倶舎論，彼識依浄色名＝限等五根ー（大正XXIX,p. 2b) 
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（一方）種（＝共相）については（感官知に単独に顕現する穐

理的可能性は）ない．何故ならば（種）のみを認識することが

ないから．また｛固物を把握する場合，それ（＝個物）の名称と
⑫ 
相より外は認識されない．

na jatinarp. kevalanam adar匂 natI 
vyaktigrahe ca tacchabdarupad anyan na dr匂ateII (v. 49) 

まず， 「共相のみを認識する感官知があってその知に共相が顕現する」

ということはない．何故ならば，共相のみを認識すること自体，既に指摘

された如？，ありえないことであるから また， 「共相は個物に依存して

生ずるのであるから個物の知に個物と共に顕現する」ということもない．

すなわち，個物を認識する場合，無分別知によって個物の顕色等が認識さ

れ，或は次に有分別知によって個物の名称が認識されようが，それ以外に

共相なるものが認識されることはない．かくの如く，共相は，共相のみを

認識する感官知があってそれに顕現するとも認められず，また個物を認識

する感覚知（一一無分別知としても，有分別知としても一一）に顕現する

こともありえない．

(g) 有効な働きの能力がないから

さて，次の第50備は，第51偏abに対する Manorathananの註釈から
⑫ 

見れば，

⑫合成語 tac-chabda-riipadの分解に， ManorathanandinとDevendrabuddhi
に相違がある．前者は，「それの名称の相」（tasyavyakt時五adbasyagaur ity 

asya 竺旦9・ PVV., 130, l. 12）と解す．後者は「それの名称とそれの相（＝顕

色等）」と解す．すなわち次の如く註釈している．「個物を把握する場合，それ，
すなわち個物の名称とそれ（＝個物）の顕色等のみが認識され， それより外な
る共相は認識されない」（gsal-ha l;tdzin-pa na gsaトbadel;ti mi古 g柏 yin-
pa da白， del;tikha-dog Ia-sogs-pa ga也 yin-pade fiid l;tbal;t-shig sna也 gi
de las tha-dad-par gshan spyi sna白ーbamed do. PVP. , 166bト 3). なお，
Tib.訳は， Devendrabuddhiの分解と一致する（desgra da也 Iio-bolas・・・・・・・ 
217b4）.筆者はDevendrabuddhiによって訳した．

⑬ Cf.第19偏dー第20偏 C （前稿 p.168).
R Cf.動⑧
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（宗）共相は実有ではない

（因）有効な働きの能力がないから

という論証をなすものであ・る．

第50備は次の如くである．

正にそれ故に（＝知に自己の相が顕現しないが故に）それ（＝共

相）は，知という目的を為すことにすら無能である．それ
⑮ 

J＝共担u主~塑性の故に墾f旦1三非実有）である．何故な

らば，それ（＝無能性）は非実有に於ける特相であるから．

jii盃namatrarthakaral).e’PYayogyam ata eva tat J 

tad ayogyataya’ruparp tad dhi avastu判 lakf?al).amII (v. 50) 

前半に於て，「共相が有効な働きの能力をもたない」こと（因の第1相）

が述べられている．先きに第48偶abで述べられた如く，共相は自己を把

握してしかるべき知に顕現しない．従って，共相は知の生起に対して無能
⑮ 

である．共相は，かくの如く知の生起に対してすら無能である．まして知
⑮ 

以外のものの生起に対して能力がある筈はない．さらに，無能力性は非実
⑬ 

有の特相である（因の第2相）．それ故に共相は実有ではない（宗）．

以上を以って第11偏より論じられた「共相の非実有性」の論証を了雪

⑮ PVP., 166b7 I!.生主企型唖， d白os-pamed-pa yin te: PVV., p. 130, ll. 
17・18竺盟主旦 ni]:lsvabhava]:l

⑮知の生起に対する対象の能力とは，対象が矧に顕現することである．
⑫ Cf.前橋 p.144註②．そこに示した PVV.の文はこの偏に対する註釈である．

なお， PVP.も同様にいう．すなわち「自己を対象とした知を生ぜしめるは有効
な働きの最低であるJ(ra也＿giyul laおs-pask}'.ed-par-byed-pa ga白 yin-
pa持 ]:ldini don-byed-pa]:li tha-mar gyur-pa yin no. PVP., 166b6，発Pe-
king ed.では pa]:li,Cone ed. 143a川二よって訂正）と．

⑬ これによって法祢が「存在」を「有効な働きの能力のあるものjと規定している
ことが知られる．このことは，存在の利那滅性に関する法称の論証にも見られる
(cf.伊原照蓮博士「大徳ヨーガ・セーナ」文化第20巻第4号 p.22 ff.). 

⑫ PVP.「以上の如くして，共柏は実有ではないと確立されたJ(de de-ltar-na 
spyi ni dnos-po med pa yin no shes-bya-bar gnas so・167a1）.なお，筆
者は「共相の非実有性Jに関する論証を（a)(b）…と区分したが，法称自身この
如く論証を夫々独立させて論じたのか否か疑問がないわけで、はない．むしろ，そ
れ等の所論は互に関連しながら続くものと解される．しかし筆者は，理解の便利
の為に， Manorathanandin及び Devendrabuddhiの註釈を参照して区分した．


